


 

商 品 概 要 

ご利用いただける方 

・個人の組合員の方 

※今回組合員ご加入の方も可 

・退職金受取り後 1 年以内の方 

 ※お申し込みは、退職金お受取りのご本人さまに限ります。 

 ※お申込み時に、退職金のお受取りを確認できる資料（退職所得の源泉徴収票、退職金受取口座の通帳 

等）をご準備ください。 

お預入期間 

・３ヶ月 

・満期後、継続時は 65 歳誕生日までの期日指定 

 ※但し、６０歳未満の退職者については５年 

お預入金額 
上限なし（１円単位） 

（定期預金からの預け替えは対象外） 

適用金利 
・定期預金（３カ月もの）の店頭表示金利に＋１．００% 

・満期後、継続時は継続日におけるスマイル 5 の金利（優遇金利） 

税金 

・お受取利息には２０％（国税１５％・地方税５％）の源泉分離課税が適用されます。 

・適格の方は「マル優」のお取扱ができます。 

※２０１３年１月１日～２０３７年１２月３１日までの２５年間は復興特別所得税が追加課税される

ことにより、20.315％の源泉分離課税（国税 15.315％・地方税５％）となります。 

利息 利払方法 

【1,000 万円未満】 

・預入期間２年未満のもの：満期日以後に一括してお支払いいたします。 

・預入期間２年以上のもの：中間利払日（預入日から満期日の１年前の応当日までの間に到来する１年 

ごとの応当日）以後、および満期日以後に分割してお支払いいたします。 

・預入期間３年以上のもの：６ヶ月複利の方法で計算し、満期日以後にお支払いいたします。 

・中間利払い適用利率：約定利率 × ７０％（小数点第３位以下切捨て） 

【1,000 万円以上】 

・預入期間２年未満のもの：満期日以後に一括してお支払いいたします。 

・預入期間２年以上のもの：中間利払日（預入日から満期日の１年前の応当日までの間に到来する１年 

ごとの応当日）以後、および満期日以後に分割してお支払いいたします。 

・中間利払い適用利率：約定利率 × ７０％（小数点第３位以下切捨て） 

期限前解約時の取扱い 

当組合がやむを得ないものと認めて、満期日前に解約する場合には、以下の期限前解約利率（小数点第３

位以下切捨て）により計算した利息とともにお支払いいたします。なお、既に中間払利息をお支払済の場

合は、期限前解約利息との差額を清算させていただきます。 
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